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１ 業務の目的  

本業務委託は、「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のプロジェ

クト「蔵 in ガルテン川越」として事業推進し、必要な改修整備等を経て、

令和４年 11 月にリニューアルオープンをしている川越市グリーンツーリ

ズム拠点施設（以下、「拠点施設」という。）について、管理運営手法を整

理した上、指定管理者制度など、民間活力を生かした、より効果的な運営

手法を検討し、導入を図ろうとするものである。  

拠点施設の運営には、農業ふれあいセンター、バーベキュー場、緑地

広場、体験農園、体験果樹園、体験水田のほか、市民農園（鴨田ふれあい

農園）と現在整備を進めているキャンプスペースを含めることとする。  

 

 

２ 業務の概要  

⑴ 業務名称 

グリーンツーリズム拠点施設民間活力活用運営検討業務委託  

 

⑵ 業務内容 

別紙「グリーンツーリズム拠点施設民間活力活用運営検討業務委託仕

様書（以下、「仕様書」という。）」のとおり。  

なお、仕様書は、本プロポーザルの企画提案の内容等を踏まえ、契約

予定事業者及び本市の双方の合意の下、一部変更することができる。  

 

⑶ 履行期間 

契約締結日から令和７年２月２８日まで。  

ただし、履行期限前に納品の必要がある成果物等については仕様書に

定める。また、その他必要な場合においては別途定める。  
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⑷ 事業費限度額 

８，３１７，１００円（消費税額及び地方消費税額含む。）  

（※本委託業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格については、

この範囲で別途算定する。）  

 

 

３ 担当課  

川越市産業観光部農政課農業振興担当（野村、石川、持田）  

住 所  ３５０－８６０１  川越市元町１丁目３－１  

電 話  （０４９）２２４－５９３９（直通）  

メール  ｎｏｓｅｉ☆ｃｉｔｙ．ｋａｗａｇｏｅ．ｌｇ．ｊｐ  

    ※  送信の際は☆を＠に変換すること。  

 

 

４ 資格要件  

⑴ 応募者の構成 

応募者は、単独の法人とする。  

ただし、本委託業務の一部について再委託することを認める。その場

合は、応募者自身が必要な諸手続き等を一貫して担当すること。  

なお、１つの応募者の再委託先は、別の提案を行う応募者や、その再

委託先になることはできない。また、やむを得ない事情と認められる場合

を除き、再委託先の変更はできない。  

 

⑵ 応募資格要件 

このプロポーザルに応募できる者は、川越市契約規則（昭和４９年規

則第２１号）を遵守した上、４⑴（応募者の構成）のほか、次に掲げる条

件を全て満たす者とする。  

① 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程（平成６年告示３５１号）
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に基づく令和５・６年度川越市競争入札参加資格者名簿に登載されて

いること。  

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（第１

６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定により、川

越市における一般競争入札等の参加を制限されている法人に該当しな

い者であること。  

③ 本委託の公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、

川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の規定に基

づく入札参加停止期間中でないこと。  

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社

更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に

基づく再生手続開始の申立がなされた者であって、更生計画の認可が

決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。  

⑤ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく指名除外措置を受けて

いないこと。  

 

 

５ 選考スケジュール  

⑴ 公募の開始 

令和６年５月１７日（金）  

・ 市ホームページにて提出書類等をダウンロードすること。  

 

⑵ 質問の受付 

令和６年５月１７日（金）から令和６年５月２３日（木）正午  

・ 所定の様式により、メールにて提出すること。  

・ 期間内必着とする。  
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・ 電話、ファクシミリ、口頭等による質問は受け付けない。  

・  質問の回答は、令和６年５月２９日（水）までに、ホームページ

にて公開する予定。  

 

⑶ 参加申込み（応募） 

令和６年５月２０日（月）から令和６年５月３１日（金）午後５時  

（土、日を除く午前９時から午後５時まで。）  

・ 所定の様式により、郵送又は持参すること。  

・ 期間内必着とする。  

・ 郵送の場合は、発送後、農政課に到着確認をすること。  

・  申込者に対し、令和６年６月５日（水）までに、資格要件の確認

等の結果をメールで通知する予定。  

 

⑷ 企画提案書等の提出 

令和６年６月５日（水）から令和６年６月１２日（水）午後５時  

（土、日を除く午前９時から午後５時まで。）  

・ 所定の様式により、郵送又は持参すること。  

・ 期間内必着とする。  

・ 提案は１者につき１つに限る。  

・ 郵送の場合は、発送後、農政課に到着確認をすること。  

 

⑸ ヒアリング審査（予定） 

令和６年 6 月下旬から７月上旬を予定。  

・  日時等の詳細案内は、メールにて、ヒアリング対象事業者に連絡

する。  

・ ヒアリング審査を実施しない場合もある。  
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⑹ 結果通知 

令和６年７月中旬にメールにて通知予定。  

 

⑺ 契約締結 

令和６年７月中旬を予定。  

 

 

６ 質問の受付  

このプロポーザルに質問がある者は、５⑵（質問の受付）及び次に記

載のとおり、質問書を提出すること。  

 

《質問書》  

質問書：様式１①  

・ 市ホームページにて様式をダウンロードし、必要事項を入力し、

メールに添付して農政課へ提出すること。  

・  質問の対象となる書類（実施要領・仕様書など）、ページ、項目

などについて記入すること。  

・ メール送信の際は、表題を「グリーンツーリズムプロポーザル＿

１①質問書（申込者名）」とすること。  

・ メール以外（電話、ファクシミリ、口頭等）による質問は受け付

けない。  

 

７ 参加申込み  

このプロポーザルに参加の意思がある者は、５⑶（参加申込み（応募））

及び次に記載のとおり、申込みに必要な書類（以下、「参加申込提出書類」

という。）を提出すること。  

 



 

6 

 

⑴ 参加申込提出書類 

参加申込提出書類はすべてＡ４判とし、郵送または持参すること。  

併せて、電子データをメール添付により提出すること。その際、メー

ルの表題を「グリーンツーリズムプロポーザル＿参加申込提出書類（申込

者名）」とすること。  

また、様式２④から様式２⑥までの書類は左綴じに綴ったうえで規定

の部数提出すること。  

なお、様式２④から様式２⑥までの書類については、作成した事業者

名を特定できるような内容（参加事業者名、参加事業者のロゴ、標語等の

表示など）を記述しないこと。  

 

《参加申込提出書類》  

（ⅰ）  参加申込書（１部）：様式２①  

・ 代表者印を押印すること。  

・ 連絡先の電話番号（ＴＥＬ）は、担当者と最も連絡が取りやすい

電話番号（携帯電話等）についても付記すること。  

・ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程に基づく令和５・６

年度に登録している事業者名で参加申込をすること。  

（ⅱ）  再委託承認申請書（１部）：様式２②  

・ 再委託をする場合は提出すること。  

（ⅲ）  誓約書（１部）：様式２③  

・ 代表者印を押印すること。  

（ⅳ）  業務実績書（１０部）：様式２④  

・ 実績については、本業務の履行に資すると考えられるものを記載

すること。また、実績が多数ある場合は、代表的な実績としてア

ピールしたいものを５つまで記載すること。  

【本業務に資する実績の例】  

→ 指定管理・ＰＦＳ等の民間活力に係る導入可能性調査等の実績  
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→ 施設運営準備や施設運営者公募の支援等の実績  

→ 指定管理者の第三者評価等の実績  など  

・ 元請として履行した実績については、その旨を明記すること。  

・ 業務内容については、その業務の概要・特徴、本業務との関連性

などについて分かりやすく記入すること。  

・ 本様式は、表の体裁（サイズ等）を変更することができる。  

・ 事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

（ⅴ）  実施体制調書（１０部）  ：様式２⑤  

・ 体系図で本業務に従事する各担当者の名前を明記すること。また、

各担当者の資格や勤務場所も記載すること。  

・ 再委託する場合は、その旨を図に入れること。  

・ 実施体制の特徴等を記述すること。  

・ 本様式は、表の体裁（サイズ等）を変更することができる。  

・ 事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

（ⅵ）  担当者の実績等調書（１０部）  ：様式２⑥  

・  「統括責任者」、「運営手法検討主担当者（以下、「主担当」とい

う。）」の実績は、本業務の履行に資すると考えられる実績を記載す

ること。また、実績が多数ある場合は、代表的な実績としてアピー

ルしたいものを５つまで記載すること。  

【本業務に資する実績の例】  

→ 指定管理・ＰＦＳ等の民間活力に係る導入可能性調査等の実績  

→ 施設運営準備や施設運営者公募の支援等の実績  

→ 指定管理者の第三者評価等の実績  など  

・ 統括責任者（管理技術者等）として履行した実績については、そ

の旨を明記すること。  

・ 主担当は、検討作業や市との連絡等を中心となって行う者とする

こと。  

・ 統括責任者は主担当を兼務することができる。  



 

8 

 

・ 実績の記述については、担当者一人につき５つまでとすること。  

・ 様式２⑤（実施体制調書）と対比できるようにすること。  

・ 事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

・ 再委託する場合は、再委託先の担当者について記述し、再委託先

である旨を明記すること。  

・ 川越市と契約を締結する事業者は、本調書に記載した統括責任者

及び主担当を配置するものとする。  

・ 統括責任者及び主担当の交代は、死亡、傷病、退職等のやむを得

ない場合を除き認めない。  

 

⑵ 資格要件の確認等 

参加申込提出書類を基に資格要件の確認を行う。申込みが５者を超え

るときは、参加申込提出書類により予備審査を行い、５者程度を選定する

場合がある。  

※  申込者（申込みが５者を超えるときで、予備審査で選定しなかっ

た者を含む。）に対し、令和６年６月５日（水）までに、資格要件の

確認等の結果をメールで通知する予定。  

 

 

８ 企画提案書等の提出  

このプロポーザルで企画提案することを本市が認めた者は、５⑷（企

画提案）及び次に記載のとおり、企画提案に必要な書類（以下、「企画提

案提出書類」という。）を提出すること。  

企画提案提出書類はすべてＡ４判とし、郵送または持参すること。  

併せて、電子データをメール添付により提出すること。その際、メー

ルの表題を「グリーンツーリズムプロポーザル＿企画提案提出書類（申込

者名）」とすること。  

様式３②から様式３④までの書類は、表紙を１頁とした通し番号を付
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したうえで、まとめて左綴じにしたものを規定の部数提出すること。  

様式３②から様式３④までの書類については、作成した事業者名を特

定できるような内容（参加事業者名、参加事業者のロゴ、標語等の表示な

ど）を記述しないこと。  

なお、拡大が必要な図等がある場合は、Ａ３判の折込みを含めること

も可とする。  

 

《企画提案提出書類》  

（ⅰ）  企画提案書届出書（１部）  ：様式３①  

・ 代表者印を押印すること。  

（ⅱ）  企画提案書（１０部）：様式３②  

・ 本様式は、体裁を変更することができる。  

・ 作成した事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

・ 提案項目は、仕様書６（業務内容）のとおり。  

（ⅲ）  業務工程表（１０部）：様式３③  

・ ガントチャートの形式で作成すること。提案内容に合わせて作業

工程項目等を設定し、記入すること。  

・ 本様式は、表の体裁（サイズ等）を変更することはできるが、Ａ

４判２ページ以内（Ａ３判１ページ以内）になるように編集するこ

と。  

・ 作成した事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

（ⅳ）  見積書（審査用）（１０部）：様式３④  

・ 企画提案書の提案項目に合わせて見積金額を記述すること。  

・ 消費税額及び地方消費税額は１０％で記述すること。  

・ 作成した事業者名を特定できる内容の記述はしないこと。  

（ⅴ）  見積書（原本）（１部）：様式３⑤  

・  様式３④（見積書（審査用））と同一の見積金額を記述すること。  

・ 事業者の所在地、名称、代表者職氏名を該当欄に記載し、代表者
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印を押印すること。  

・  様式３④（見積書（審査用））とは別に、１部のみ、分けて提出

すること。  

 

 

９ ヒアリング審査  

このプロポーザルの審査は、企画提案提出書類の内容に基づき、本市

のグリーンツーリズム拠点施設民間活力活用運営検討業務委託に係る企画

提案審査委員会（以下、「審査委員会」という。）が行う。  

 

⑴ 評価 

評価は、企画提案を基に、別紙「評価基準表」により行う。評価の合

計点が最も上位の者を契約予定事業者に決定し、次に得点の高かった者を、

次点契約予定事業者として決定する。最高得点に同数があった場合は、審

査委員会が決定する。  

なお、選考にあたり、審査委員会において最低基準を設ける。また、

参加事業者が１者の場合も選考を行うが、全ての参加事業者の提案が最低

基準を満たさなかった場合は、再度公募を行う。  

契約予定事業者が何らかの理由により契約を行えなかった場合、次点

契約予定事業者を契約予定事業者とする。  

 

⑵ ヒアリング審査（予定） 

ヒアリング審査は、令和６年６月下旬から７月上旬を予定しているが、

場合により、実施しないこともある。  

ヒアリング審査の実施の有無及び詳細は、７⑵（資格要件の確認等）

のメールと併せて、本市が企画提案することを認めた者に通知する。  

・  ヒアリング審査を実施する場合、出席者（再委託先予定者も可）

は、本委託業務の統括責任者となる者を含む３名以内とする。  
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・ ヒアリング審査時間は、プレゼンテーションを 20 分程度、質疑応

答を 15 分程度とする。  

・  プレゼンテーションで使用できる機器等、ヒアリング審査の詳細

については、７⑵（資格要件の確認等）のメールにて案内する。  

 ・  ヒアリング審査の場において、参加事業者名が特定できるような内

容（参加事業者名、参加事業者のロゴ、標語等の表示など）の表現は

しないこと。  

 

１０ 辞退  

このプロポーザルに申込みをした後、辞退する者は、次に記載のとお

り、辞退届を提出すること。  

 

《辞退届》  

辞退届：様式４①  

・ 代表者印を押印すること。  

 

 

１１ 結果の公表  

選考結果は、令和６年７月中旬（予定）にヒアリング審査の参加者に

メールで通知するとともに、ホームページで公表することを予定している。  

 

 

１２ 契約の締結  

本業務の契約予定事業者に選定された者は、本市と協議の上、契約に

必要な書類を揃え、速やかに契約を締結するものとする。  

 

⑴ 評価内容の担保 

企画提案提出書類は、契約内容の一部とし、本市の指示により実施し
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ないものを除き、企画提案提出書類に記載された提案内容はすべて履行確

認の対象とする。  

本委託の受注者の責により提出された企画提案提出書類の内容を満た

すことができなかった場合は、川越市の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱に基づく入札参加停止措置を行うことがある。  

 

⑵ 虚偽の記載 

契約の締結前に提案書等に虚偽記載が判明した場合は、その提案書等

を提出した者は失格とする。  

契約締結後に提案書等に虚偽記載が判明した場合は、違約金として契

約金額の５％を支払うことを受注者に求める。  

また、川越市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参

加停止措置を行うことがある。  

 

 

１３ 失格  

このプロポーザルに参加する者が、次のいずれかに該当した場合、そ

の者は失格とする。  

⑴ 「参加資格」の要件を満たさなくなった場合  

⑵ 提出期限までに提出書類が提出されなかった場合  

⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

⑷ 提出書類の内容の実現性及び有効性の確認が出来ない場合  

⑸ 提出書類の内容が本市の定める最低基準を満たさない場合  

⑹ 見積額が事業費限度額を越えている場合  

⑺ ヒアリング審査を実施する場合に参加しなかった場合  

⑻ 選考の公平性を害する行為があった場合  

⑼ 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、

審査委員会委員長が失格であると認めた場合  
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１４ その他留意事項  

⑴ このプロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。  

⑵ 参加事業者の都合による提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認

めない。  

⑶ 本市と契約を締結する事業者は、予定した統括責任者及び主担当を配

置するものとする。統括責任者及び主担当の交代は、死亡、傷病、退

職等のやむを得ない場合を除き認めない。  

⑷  本市と契約を締結する事業者は、提出書類の「業務工程表（様式３

③）」に記載する内容を基に本市と協議を行い、決定したスケジュール

に基づき業務を実施する。本市の許可なく業務工程を変更することは

できない。  

⑸ 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本市は、このプロ

ポーザルの結果の報告、公表等のために必要とする場合、提出書類の

内容を無償で使用できるものとする。  

⑹ 提出された書類は返却しない。  

⑺ このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、川越市情報公

開条例（平成８年条例第１５号）に基づき提出書類の公開について判

断する。  

 


